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連載 著作権と情報システム 第 16回 
司法書士／駒澤大学 田沼 浩 

１．著作物 

 
[3] 文化庁案「著作権審議会第六小委員会（コンピュータ・ソフトウェア関係） 

       中間報告」（8） 
 
Ⅳ 保護の内容 
 二 著作権 
（1）複製権 
ウ “プログラムの実行（使用することへの権利を認めること）”をどのような取り

扱いにするのか。（1） 
中間報告では、“プログラムを使用する権利（プログラムを実行する権利）”を認め

ることで、不正なプログラムの実行やアクセスに対応できるとする意見も述べられて

いる。 

ただし、このようなプログラムを実行する権利に対して、次のような消極的な意見

が大勢を占めた。 

①プログラムを実行する権利が認められると、パッケージソフトウェアを購入した者

などが、購入したプログラムを実行する権利について、プログラムを実行する権利の

許諾が得られなければ、結果としてプログラムが実行できなくなるおそれがあるとい

う意見（当時大量に出回っていた売り切りパッケージソフトウェアにおいて、プログ

ラムを実行する権利を認めることは、流通利用面からの阻害要因となるという理由） 

②プログラムを実行する権利については、排他的権利としてライセンス契約の中で処

理されているので、新たに設定する必要性がないという意見 

③違法に複製されたプログラムの実行などの限られた事例を前提に排他的権利であ

るプログラムを実行する権利を一般に認めることは妥当ではない、また複製権や貸与

権だけで十分利益を確保できることからそれほど実益は少ないという意見 

④わざわざプログラムを実行する権利を認めなくても、著作権法第１１３条第１項第

２号により著作権を侵害する行為によって作成された物（複製権を侵害した複製物）

に対して、情を知って頒布する行為を著作権を侵害する行為とみなしていることから、

これと同様に、著作権の複製権を侵害した（違法に複製した）プログラムに対して、

情を知って実行する行為は、著作権を侵害する行為とみなす規定を設ければ足りると

いう意見 
⑤著作権の支分権として、新たにプログラムを実行する権利を認めることは、表現の

保護という著作権法の建前から逸脱しているという意見 

結論として、中間報告では、「プログラムの実行について新たに権利を認めること
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は、理論的にも実務的にも問題が多く慎重でなければならない」として、プログラム

の実行について新たに権利を認めないことが示された。 
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